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「工事請負業者の資格を定める場合の総合点数の算定要領」の一部改正について

41 12標記について 工事請負業者の資格を定める場合の総合点数の算定要領 昭和 年、 （

月 日付け建設省厚第 号）の一部を下記のとおり改正することとしたので、遺漏な23 79
きよう措置されたい。

記

第３第２号中「選定要領第２第２号イの（ロ）に掲げる項目」を「選定要領第２第２

号イの（ロ）及び（ハ）に掲げる項目」に 「数値のうち最も大きなもの」を「数値（鋼、

橋上部工事においては鋼構造物工事に係る数値、プレストレスト・コンクリート工事に

おいては土木一式工事に係る数値、法面処理工事においてはとび・土工・コンクリート

工事に係る数値を除く ）のうち最も大きなもの」に 「平成６年建設省告示第1461号」。 、

を「平成20年国土交通省告示第85号」に 「告示別表第四」を「告示別表第四及び別表第、

五」に 「別表２の数値の欄に掲げる数値」を「それぞれ別表２及び別表３の点数の欄に、

掲げる点数を算出し、算出された別表２の点数に を乗じたもの及び算出された別表0.8
３の点数に を乗じたものを合計した点数」に改める。0.2

「 （ ）」 「 （ ）」第３第３号本則中 選定要領第２第２号イの ハ を 選定要領第２第２号イの ニ

に 「告示第二第一号の３」を「告示第一の三の１」に改める。、

「 （ ）」「 （ ）」第３第３号イ本則中 選定要領第２第２号イの ハ を 選定要領第２第２号イの ニ

に 「建設業に従事する職員の数の点数」を「平均利益額の点数」に 「数値及び建設業、 、

に従事する職員の数の数値を合計した数値（別表３において「合計数値」という ）に応。

じ、別表３の点数の欄に掲げる点数」を「点数及び平均利益額の点数を合計した点数を

」 、 （ ） 「 」 「 」２で除した点数 に改め 同号イ イ 中 自己資本額の数値 を 自己資本額の点数

に 「 67 」を「 47 」に 「数値の欄に掲げる数値」を「点数の欄に掲げる点数」に改、（ ） （ ） 、



め、同号イ（ロ）を次のように改める。

(ロ) 平均利益額の点数は、告示別表第三の(１)から( )までの区分に応じ、別表37
５の点数の欄に掲げる点数とする。

「 （ ）」 「 （ ）」第３第３号ロ中 選定要領第２第２号イの ハ を 選定要領第２第２号イの ニ

に改め、算式を次のように改める。

算 式

167.3 583×Ｘ＋

Ｘ：告示第二第二号に定めるところにより算出した数値

「 （ ）」「 （ ）」第３第３号ハ本則中 選定要領第２第２号イの ハ を 選定要領第２第２号イの ニ

に 「 ホ 」を「 ト 」に 「労働福祉の状況の数値、死亡者及び負傷者の数の数値、営、（ ） （ ） 、

業年数の数値、公認会計士等の数値並びに防災協定の有無の数値を合計した数値（別表

６において「合計数値」という ）に応じ、別表６の点数の欄に掲げる点数」を「労働福。

、 、 、 、祉の状況の点数 営業年数の点数 防災協定締結の有無の点数 法令遵守の状況の点数

監査の受審状況の点数、公認会計士等の点数並びに研究開発の状況の点数を合計した点

数に を乗じた点数」に改める。10
第３第３号ハを次のように改める。

ハ 選定要領第２第２号イの(ニ)に掲げる項目のうちイ及びロに掲げる項目以外の項

目（社会性等）の点数は、次の(イ)から(ト)までに定めるところにより算出した労

働福祉の状況の点数、営業年数の点数、防災協定締結の有無の点数、法令遵守の状

況の点数、監査の受審状況の点数、公認会計士等の点数並びに研究開発の状況の点

数を合計した点数に を乗じた点数とする。10
(イ) 労働福祉の状況の点数は、次の算式によって算出した点数とする。

算 式

15 30Ｘ１× －Ｘ２×

この式においてＸ１及びＸ２は、それぞれ次の値を表すものとする。

Ｘ１ 選定要領第２第２号イの(二)に掲げる項目のうち告示第一第四号の１の

(３)から(５)までの各項目について加入又は導入をしているとされたもの

の数

Ｘ２ 選定要領第２第２号イの(二)に掲げる項目のうち告示第一第四号の１の

(１)及び(２)の各項目について加入をしてないとされたものの数

(ロ) 営業年数の点数は、告示別表第六の(１)から( )までの 区分に応じ、別表31
６の点数の欄に掲げる点数とする。

(ハ) 防災協定締結の有無の点数は、告示別表第七の（１）又は（２）の区分に応

じ、別表７の点数の欄に掲げる点数とする。

(ニ) 法令遵守の状況の点数は、告示別表第八の（１）から（３）までの区分に応

じ、別表８の点数の欄に掲げる点数とする。

(ホ) 監査の受審状況の点数は、告示別表第九の（１）から（４）までの区分に応

じ、別表９の点数の欄に掲げる点数とする。

、 （ ） （ ） 、(ヘ) 公認会計士等の点数は 告示別表第十の １ から ６ までの区分に応じ



別表 の点数の欄に掲げる点数とする。10
(ト) 研究開発の状況の点数は、告示別表第十一の（１）から（ ）までの区分に26

応じ、別表 の点数の欄に掲げる点数とする。11
第３第４号中「 ×Ａ＋ ×Ｂ＋ ×Ｃ＋ ×Ｄ＋ ×Ｅ」を「 ×0.35 0.20 0.10 0.20 0.15 0.25

Ａ＋ ×Ｂ＋ ×Ｃ＋ ×Ｄ＋ ×Ｅ」に改める。0.25 0.15 0.20 0.15
第４第１項を次のように改める。

12第４ 技術評価（特別）点数は、次の各号に定める点数を合計した点数に対し、別表

の換算係数の欄に掲げる数値を乗じた点数（小数点以下は切り上げ ）とする。。

一 選定要領第２第２号ロに規定する主観的事項の審査基準日（以下「主観的事項の

審査基準日」という ）の前日までの４年間に完成した工事（地方整備局又は官庁営。

繕部が発注した工事で希望工事種別に属する工事に限る。以下「地整等工事」とい

う ）ごとに、請負工事成績評定要領（平成 年３月 日国官技第 号）第５、。 13 30 92
官庁営繕部請負工事成績評定要領昭和 年６月 日建設省営監第 号）第５及び54 22 13
請負工事成績評定要領の改訂について（平成 年３月 日国港建第 号）第５13 30 110
の工事成績評定表による評定点合計から 点（港湾空港関係事務に関することにつ65
いて 平成 年４月より前に発注した工事については 点 を控除した点数 当、 、 ） （13 70
該工事の成績評定を行っていないときは、 点とする。以下「成績評点」という ）0 。

に、当該工事の技術的難易度係数（請負工事成績評定要領第５の技術的難易度評価

。 。）、表による技術的難易度評価に基づき付した から までの値をいう 以下同じ1.0 2.0
工事の請負金額を 万円で除した数値の常用対数、当該工事を発注した地方整備100
局又は官庁営繕部の別、当該工事の請負金額に応じ別表 の「部局係数」の欄に掲13
げる数値（以下「部局係数」という 、調整係数（調査基準価格を下回る価格で契。）

約した工事であって工事成績評定表による評定点合計が 点未満のものについて65
は、 、これ以外の工事については、 とする。以下同じ ）及び実績工事の区分2.0 1.0 。

に応じ別表 の「直近係数」の欄に掲げる数値（以下「直近係数」という ）を乗14 。

じた点数を算出し、すべての地整等工事に係る当該点数を合計した点数。ただし、

技術提案を受け付けた工事（契約後ＶＥ方式によるものを除く ）については、工事。

ごとに工事成績評定表による評定点合計から 点を控除した点数（技術提案を受け65
） 、 、付けたが落札しなかった工事については 点 に 当該工事の技術的難易度係数1.0

工事の請負金額を 万円で除した数値の常用対数 部局係数 得点率 加算点 評100 、 、 （ （

価に応じて与えられる得点をいう ）を加算点の満点で除したもの ）に を加え。 。 1.0
た数値、調整係数及び直近係数を乗じた点数を当該工事の点数とする。

二 主観的事項の審査基準日の前日までの２年間に完成した工事（都府県（沖縄県を

除く。以下同じ ）が発注した工事で希望工事種別に属する工事に限る。以下「都府。

県工事」という ）ごとに、工事成績評点表による評定点合計から都府県ごとに算出。

された平均点を控除した点数（負の値となる場合は０点とする ）に工事の請負金額。

を 万円で除した数値の常用対数、部局係数、調整係数及び直近係数を乗じた点100
数を算出し、すべての都府県工事に係る当該点数を合計した点数。

第４第２項中「前項」を「前項第一号」に改める。

第４第３項中「第１項」を「第１項第一号」に改める。



第５第１項中「次項」を「次項から第７項まで」に改める。

第５中第２項を同第７項とし、第１項の次に次の５項を加える。

２ 選定要領第２第２号イの（イ）に掲げる項目の点数は、各構成員ごとに算出した年

間平均完成工事高の和に基づいて第３第１号の規定により算出した点数とする。

３ 選定要領第２第２号イの（ロ）及び（ハ）に掲げる項目の点数は、各構成員ごとに

算出した技術職員の和及び種類別年間平均元請完成工事高の和に基づいて第３第２号

の規定によりそれぞれ点数を算出し、技術職員の点数について を乗じたもの及び0.8
種類別年間平均元請完成工事高の点数について を乗じたものを合計した点数とす0.2
る。

４ 選定要領第２第２号イの（ニ）に掲げる項目のうち自己資本額及び平均利益額の点

数は、各構成員ごとに算出した自己資本額の和及び平均利益額の和に基づいて第３第

３号イの規定によりそれぞれ算出した点数を合計した点数を２で除した点数とする。

５ 選定要領第２第２号イの（ニ）に掲げる項目のうち経営状況の点数は、各構成員ご

とに第３第１項第３号ロの規定により算出した点数の和を全構成員の数で除して得た

点数（小数点以下第１位を四捨五入した点数）とする。

６ 選定要領第２第２号イの（ニ）に掲げる項目のうち社会性等の点数は、各構成員ご

とに第３第３号ハの規定により算出した点数の和を全構成員の数で除して得た点数 小（

数点以下第１位を四捨五入した点数）とする。

第６第１項中「選定要領第５第２項第４号」を「選定要領第５第２項第６号」に改め

る。

第７中「選定要領第５第２項第４号」を「選定要領第５第２項第６号」に改める。

別表１から別表 までを次のように改める。13



別表１



別表２



別表３



別表４



別表５



別表６



別表７

別表８

別表９

10別表



11別表



12別表

13別表



別表 として次のように加える。14



14別表



附 則

この通知による改正後の工事請負業者の資格を定める場合の総合点数の算定要領は、

平成 年度以降に締結する工事請負契約に関する事務処理について適用する。21


